
(1)団体組織情報

(2)代表者情報

(3)役員

(4)職員・従業員

都道府県 千葉県
市区町村 千葉市中央区
番地等 春日1丁目20-15篠原ビル301

団体情報入力シート

団体名 公益財団法人ちばのＷＡ地域づくり基金
郵便番号 260-0033

団体種別法人格 公益財団法人 資金分配団体

設立年月日 2012/05/11
法人格取得年月日 2012/05/11

電話番号 043-239-5335

WEBサイト(URL)

団体WEBサイト https://chibanowafund.org

その他のWEBサイト
(SNS等)

代表者(1) 氏名 牧野 昌子
役職 代表理事

フリガナ マキノ マサコ

氏名
役職

役員数［人］ 14

代表者(2)
フリガナ

理事・取締役数［人］ 6
評議員［人］ 6
監事/監査役・会計参与数［人］ 2

上記監事等のうち、公認会計士または税理士数［人］ 0

非常勤職員・従業員数［人］ 1
有給［人］ 1
無給［人］ 0

職員・従業員数［人］ 4
常勤職員・従業員数［人］ 3

有給［人］ 3
無給［人］ 0

事務局体制の備考





(12)過去に休眠預金事業で助成を受けた実績
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番号
対象 申請 左記で実行団体として申請中・申請予定又は採択された場合

年度 事業 種別・状況
申請中・申請予定又は採択された
資金分配団体名

2020年度 通常枠 資金分配団体に採択
公益財団法人ちばのWA地域づくり

基金
社会的養護下にある若者に対する

社会包摂システム構築事業

申請中・申請予定又は採択された
事業名

2020年度 コロナ等対応支援 資金分配団体に採択
公益財団法人ちばのWA地域づくり

基金
地域連携型アフターコロナ事業構

築



※黄色セルは記入が必要な箇所です。「記入箇所チェック」欄２箇所で、記入漏れがないかご確認をお願いします。

事業名： 若年就労困難者のための包括的就労支援事業 記入箇所チェック 記入完了

団体名： 公益財団法人ちばのＷＡ地域づくり基金

過去の採択状況： 通常枠で資金分配団体（またはコンソーシアム構成団体）として採択されている。

記入完了 記入完了 記入完了

(参考)JANPIAの規
程類

提出時期（選択） 根拠となる規程類、指針等 必須項目の該当箇所
※条項等

. . .

公募申請時に提出 評議員会運営規則 第4条2項

公募申請時に提出 評議員会運営規則 第4条2項、3項

公募申請時に提出 評議員会運営規則 第4条4項

公募申請時に提出 評議員会運営規則 第5条

公募申請時に提出 評議員会運営規則 第12条

公募申請時に提出 評議員会運営規則 第13条

公募申請時に提出 評議員会運営規則 第16条

公募申請時に提出 評議員会運営規則 第13条3項

. . .

公募申請時に提出 定款 第26条6項

公募申請時に提出 定款 第26条7項

. . .

公募申請時に提出 理事会運営規則 第2条2項、3項

公募申請時に提出 理事会運営規則 第4条

公募申請時に提出 理事会運営規則 第2条3項、第5条

公募申請時に提出 理事会運営規則 第5条

公募申請時に提出 理事会運営規則 第16条

公募申請時に提出 理事会運営規則 第8条

公募申請時に提出 理事会運営規則 第13条

公募申請時に提出 理事会運営規則 第8条

⚫ 理事の職務権 . . .

理事の職務権限規程 公募申請時に提出 理事の職務権限規程 第4条～第7条、別表

⚫ 監事の監査に関する規程 . . .

監事監査規程 公募申請時に提出 監事監査規程
第3条～第5条、第8条～
第18条

. . .

公募申請時に提出 役員の報酬並びに費用に関する規程 第3条

公募申請時に提出 役員の報酬並びに費用に関する規程 第6条

⚫ 社員総会・評議員会の運営に関する規程

規程類必須項目確認書（社団・財団・NPO法人等）

提出する規程類（定款・指針・ガイドライン等を含む。以下、「規程類」という。）に以下の必須項目が含まれていることを確認し、本エクセル別シートの「記入例」に倣って該当箇所を記載してください。
過去の採択状況に関係なく、全団体、該当箇所への記載が必要です。

〈注意事項〉
◎規程類を作成する際はJANPIAの規程類を参考にしてください。https://www.janpia.or.jp/about/information/rule.html
◎申請時までに整備が間に合わず後日提出するとした規程類に関しては、助成申請書で誓約いただいているとおり、内定通知後1週間以内にご提出ください。なお、後日提出時において本様式も併せてご提出ください。
◎過去通常枠で資金分配団体（またはコンソーシアム構成団体）として採択されている団体は、「規程類必須項目確認書」の提出のみとし、規程類の提出は不要です。ただし、内容等に変更が生じている場合は該当部分のみ提出をお願いし
ます。
◎以下の必須項目は、公益財団法人、一般財団法人、公益社団法人、一般社団法人、特定非営利活動法人を想定したものです。これ以外の法人については、表を参考に整備してください。なお、ご不明点等はJANPIAへご相談ください。

記入箇所チェック ※3か所とも「記入完了」となるようにしてください。

規程類に含める必須項目

（１）開催時期・頻度

・評議員会規則
・定款

（２）招集権者

（３）招集理由

（４）招集手続

（５）決議事項

（６）決議（過半数か3分の2か）

（７）議事録の作成

（８）特別の利害関係を有する場合の決議からの除外
「評議員会の決議に当たっては、当該決議について特別の利害関係を有する評議員を除いた上で行う」とい
う内容を含んでいること
※社団法人においては、特別利害関係を持つ社員の社員総会への出席ならびに議決権の行使に関する除
外規定は必須としないこととします。

（１）理事の構成
「各理事について、当該理事及びその配偶者又は３親等内の親族等である理事の合計数が、理事の総数の
３分の１を超えないこと」という内容を含んでいること

定款
（２）理事の構成
「他の同一の団体の理事である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数が、理事の総
数の３分の１を超えないこと」という内容を含んでいること

⚫ 理事会の運営に関する規程 ※理事会を設置していない場合は不要です。

（１）開催時期・頻度

・定款
・理事会規則

（２）招集権者

（３）招集理由

（４）招集手続

（５）決議事項

（６）決議 （過半数か3分の2か）

（７）議事録の作成

（８）特別の利害関係を有する場合の決議からの除外
「理事会の決議に当たっては、当該決議について特別の利害関係を有する理事を除いた上で行う」という内
容を含んでいること

JANPIAの定款（第29条 理事の職務及び権限）に規定するもののほか理事間の具体的な職務分担が規定さ
れていること

監事の職務及び権限を規定し、その具体的内容を定めていること
※監事を設置していない場合は、社員総会で事業報告、決算について審議した議事録を提出してください

役員及び評議員の報
酬等並びに費用に関
する規程（２）報酬の支払い方法

（１）役員及び評議員（置いている場合にのみ）の報酬の額

⚫ 理事の構成に関する規程 ※理事会を設置していない場合は不要です。

⚫ 役員及び評議員の報酬等に関する規程



⚫ 倫理に関する規程 . . .

公募申請時に提出 倫理規程 第1条

公募申請時に提出 倫理規程 第4条

公募申請時に提出 倫理規程 第5条

公募申請時に提出 倫理規程 第7条

公募申請時に提出 倫理規程 第8条

公募申請時に提出 倫理規程 第9条

公募申請時に提出 倫理規程 第10条

⚫ 利益相反防止に関する規程 . . .

公募申請時に提出 利益相反管理規程 第3条～第7条

公募申請時に提出 倫理規程 第8条

公募申請時に提出
倫理規程
利益相反管理規程

第7条
第3条、第4条

⚫ コンプライアンスに関する規程 . . .

公募申請時に提出 コンプライアンス規程 第7条

公募申請時に提出 コンプライアンス規程 第7条2項

公募申請時に提出 コンプライアンス規程 第7条

⚫ 内部通報者保護に関する規程 . . .

公募申請時に提出 公益通報者保護に関する規程 第4条

公募申請時に提出 公益通報者保護に関する規程 第12条

⚫ 組織（事務局）に関する規程 . . .

公募申請時に提出 事務局規程 第2条、別紙

公募申請時に提出 事務局規程 第3条

公募申請時に提出 事務局規程 第4条、第5条

公募申請時に提出 事務局規程 第6条～第9条

. . .

公募申請時に提出 給与規程
第2条、第3条、第6条、第
7条、第10条

公募申請時に提出 給与規程 第8条、第9条

⚫ 文書管理に関する規程 . . .

公募申請時に提出 文書管理規程 第6条

公募申請時に提出 文書管理規程 第7条

公募申請時に提出 文書管理規程 第8条

⚫ 情報公開に関する規程 . . .

情報公開規程 公募申請時に提出 情報公開規程 第9条、別表１

⚫ リスク管理に関する規程 . . .

公募申請時に提出 リスク管理規程 第7条

公募申請時に提出 リスク管理規程 第14条

公募申請時に提出 リスク管理規程 第18条

公募申請時に提出 リスク管理規程 第15条

⚫ 経理に関する規程 . . .

公募申請時に提出 経理規程 第5条

公募申請時に提出 経理規程 第9条

公募申請時に提出 経理規程 第6条、第22条

公募申請時に提出 経理規程 第8条、第10条

公募申請時に提出 経理規程 第22条、第23条

公募申請時に提出 経理規程 第15条～第20条

公募申請時に提出 経理規程 第39条～第48条

（１）基本的人権の尊重

倫理規程

（２）法令遵守（暴力団、反社会的勢力の排除）

（３）私的利益追求の禁止

（４）利益相反等の防止及び開示

（５）特別の利益を与える行為の禁止
「特定の個人又は団体の利益のみの増大を図る活動を行う者に対し、寄附その他の特別の利益を与える行
為を行わない」という内容を含んでいること

（６）情報開示及び説明責任

（７）個人情報の保護

（１）-1利益相反行為の禁止
「資金分配団体が実行団体を選定、監督するに当たり、資金分配団体と実行団体との間の利益相反を防ぐ
措置」について具体的に示すこと

・倫理規程
・理事会規則
・役員の利益相反禁
止のための自己申告
等に関する規程
・就業規則
・審査会議規則
・専門家会議規則

（１）-2利益相反行為の禁止
「助成事業等を行うにあたり、理事、監事、評議員・社員、職員その他の事業協力団体の関係者に対し、特
別の利益を与えないものである」という内容を含んでいること

（２）自己申告
「役職員に対して、定期的に「利益相反に該当する事項」に関する自己申告をさせた上で、適切な組織にお
いて内容確認を徹底し、迅速な発見及び是正を図る」という内容を含んでいること

（１）コンプライアンス担当組織
実施等を担う部署が設置されていること

コンプライアンス規程

（２）コンプライアンス委員会（外部委員は必須）
「外部の有識者等も参加するコンプライアンス施策の検討等を行う組織及びその下に実施等を担う部署が設
置されている 」という内容を含んでいること

（３）コンプライアンス違反事案
「不正発生時には、原因究明、関係者に対する厳格な処分及び再発防止策を確実に実施し、その内容を公
表する」という内容を含んでいること

（１）ヘルプライン窓口（外部窓口の設置が望ましい）

内部通報（ヘルプライ
ン）規程（２）通報者等への不利益処分の禁止

「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン（平成28
年12月9日消費者庁）」を踏まえた内部通報制度について定めていること

（１）組織（業務の分掌）

事務局規程

（２）職制

（３）職責

（４）事務処理（決裁）

（４）緊急事態対応の手順

（１）基本給、手当、賞与等
給与規程

（２）給与の計算方法・支払方法

（１）決裁手続き

文書管理規程（２）文書の整理、保管

（３）保存期間

⚫ 職員の給与等に関する規程

（１）区分経理

経理規程

（２）会計処理の原則

（３）経理責任者と金銭の出納・保管責任者の峻別

（４）勘定科目及び帳簿

（５）金銭の出納保管

（６）収支予算

（７）決算

以下の１.～４.の書類が情報公開の対象に定められていること
１. 定款
２. 事業計画、収支予算
３. 事業報告、貸借対照表及び損益計算書、財産目録
４. 理事会、社員総会、評議員会の議事録

（１）具体的リスク発生時の対応

リスク管理規程

（２）緊急事態の範囲

（３）緊急事態の対応の方針
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公益財団法人 ちばのＷＡ地域づくり基金 定款 
 

第１章 総 則 
（名称） 

第１条 当法人は、公益財団法人ちばのＷＡ地域づくり基金と称する。 
（事務所） 

第２条 当法人は、主たる事務所を千葉市に置く。 
（目的） 

第３条 当法人は、社会の課題解決や地域の活性化などの公益活動を支援したい人々と、

公益活動を推進する団体等の双方の想いを具現し、公益活動に必要な資金等の資源の

募集と分配を行い、社会を構成するすべての主体が公益を支える仕組みを構築するこ

とにより、持続可能で豊かな地域社会の創造と発展に資することを目的とする。 
（事業） 

第４条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 
(１) 公益活動を行う団体に仲介・提供するために、公益活動に必要な資金等の資源を

募り、確保する事業 
(２) 公益活動を行う団体に対し、助成、顕彰等を行う事業 
(３) 公益活動を支援するために、不動産等の資源を活用する事業 
(４) 前各号に掲げるもののほか、公益活動を行う団体に対し、その経営に必要な資源

を提供する事業 
(５) 公益活動を行う団体及び資源提供者に対するコンサルティング事業 
(６) 公益活動に係る調査研究、情報収集及び情報発信に関する事業 
(７) 公益活動を推進するための普及・啓発物品、寄附金付物品及び出版物等の販売 
(８) 前各号に掲げる事業のほか、社会を構成する多様な主体が公益活動を支え、担う

仕組みの検討及び実施に係る事業 
(９) その他前条の目的を達成するために必要な事業 
（機関の設置） 

第５条 当法人は、評議員、評議員会、理事、理事会、監事を置く。 
（公告） 

第６条 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由

によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法によ

り行う。 
 

第２章 財産及び会計 
（財産の拠出） 

第７条 設立者は、現金３００万円を、当法人の設立に際して拠出する。 
（事業計画及び収支予算） 

第８条 当法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した

書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認

を受けなければならない。 
２ 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置

き、一般の閲覧に供するものとする。 
（事業報告及び決算） 

第９条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後３箇月以内に、理事

長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時評議員会に提

出し、第１号及び第２号の書類についてはその内容を報告し、第３号から第６号まで
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の書類については承認を受けなければならない。 
(１) 事業報告 
(２) 事業報告の附属明細書 
(３) 貸借対照表 
(４) 正味財産増減計算書 
(５) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の付属明細書 
(６) 財産目録 

２ 前項の規定により報告又は承認された書類の他、次の書類を主たる事務所に５年間備

え置き、個人の住所に関する記載を除き一般の閲覧に供するものとする。 
(１) 監査報告 
(２) 評議員及び役員の名簿 
(３) 評議員及び役員の報酬等の支給の基準を記載した書類 
(４) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なもの

を記載した書類 
３ 定款については、主たる事務所に備え置き、一般の供覧に供するものとする。 
４ 貸借対照表は、定時評議員会の終結後遅滞なく、公告しなければならない。 

（事業年度） 
第１０条 当法人の事業年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 
 

第３章 評議員及び評議員会 
第１節 評議員 

（評議員） 
第１１条 当法人に、評議員５名以上２０名以内を置く。 

（評議員の選任及び解任） 
第１２条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平

成１８年法律第４８号、以下「一般法人法」という。）第１７９条から第１９５条まで

の規定に従い、評議員会の決議によって行う。 
２ 評議員を選任する場合は、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。 

(１) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の３

分の１を超えないものであること。 
イ 当該評議員及びその配偶者又は 3親等以内の親族 
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 
ハ 当該評議員の使用人 
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財

産によって生計を維持している者 
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者 
ヘ ロからニまでに掲げる者の３親等内の親族であって、これらの者と生計を一に

するもの 
(２) 他の同一の団体（公益法人を除く。）の次のイからニに該当する評議員の合計数

が評議員の総数の３分の１を超えないものであること。 
イ 理事 
ロ 使用人 
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員（法人でない団体で代表者又は管理人の

定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人）又は業務を執行する社員

である者 
ニ 次に掲げる団体においてその職員（国会議員及び地方公共団体の議会の議員を
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除く。）である者 
① 国の機関 
② 地方公共団体 
③ 独立行政法人通則法第２条第１項に規定する独立行政法人 
④ 国立大学法人法第２条第１項に規定する国立大学法人又は同条第 3 項に規

定する大学共同利用機関法人 
⑤ 地方独立行政法人法第２条第１項に規定する地方独立行政法人 
⑥ 特殊法人（特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であ

って、総務省設置法第４条第１５条の規定の適用を受けるものをいう。）又は

認可法人（特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認

可を要する法人をいう。） 
３ 評議員は、この法人又はその子法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができな

い。 
（任期） 

第１３条 評議員の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関

する定時評議員会の終結の時までとする。 
２ 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した

評議員の任期の満了する時までとする。 
３ 評議員は、第１１条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任によ

り退 任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義

務を有する。 
（報酬等） 

第１４条 評議員は無報酬とする。 
２ 前項の規定にかかわらず、評議員には費用を弁償することができる。 
 

第２節 評議員会 
（構成） 

第１５条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。 
（権限） 

第１６条 評議員会は、次の事項に限り決議することができる。 
(１) 評議員の選任並びに理事及び監事の選任または解任 
(２) 貸借対照表、正味財産増減計算書及びこれらの付属明細書並びに財産目録の承認 
(３) 定款の変更 
(４) 事業の全部又は一部の譲渡 
(５) 残余財産の帰属先の決定 
(６) 基本財産の処分又は除外の承認 
(７) 役員の報酬等並びに費用に関する規程 
(８) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定めた事項 
（開催） 

第１７条 定時評議員会は、毎事業年度終了後３箇月以内に開催する。 
２ 臨時評議員会は、必要があるときは、いつでも開催することができる。 

（招集） 
第１８条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理

事長が招集する。 
２ 評議員は理事長に対して、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評

議員会の招集を請求することができる。 
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３ 前項による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければなら

ない。 
（招集の通知） 

第１９条 理事長は、評議員会の開催日の７日前までに、評議員に対して、会議の日時、

場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法により通知を発しなければなら

ない。 
２ 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、

評議員会を開催することができる。 
（議長） 

第２０条 評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中から選出する。 
（決議） 

第２１条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議

員の過半数が出席し、出席した評議員の過半数をもって行う。 
２ 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議

員を除く評議員の３分の２以上に当たる多数をもって行わなければならない。 
(１) 監事の解任 
(２) 定款の変更 
(３) 基本財産の処分又は除外の承認 
(４) その他法令で定めた事項 

３ 評議員、理事又は監事を選任する決議に際しては、候補者ごとに第１項の決議を行

わなければならない。評議員、理事又は監事の候補者の合計数が第１１条および第２

５条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛同を得た候補者の中から得票数の多

い順に定数に達するまでの者を選任することとする。 
（決議の省略） 

第２２条 理事が評議員会の目的である事項につき提案した場合において、当該提案に

つき評議員（当該事項について議決に加わることができるものに限る。）の全員が書面

又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員

会の決議があったものとみなす。この場合においては、その手続を第１８条第１項の

理事会において定めるものとし、第２０条から前条までの規定は適用しない。 
（議事録） 

第２３条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。 
２ 前項の議事録には、議長及びその評議員会において選任された議事録署名人２名以

上が、記名押印又は電子署名する。ただし、評議員会の決議の省略があった場合及び

評議員会への報告の省略があった場合はこの限りではなく、法令で定めるところによ

る。 
３ 第１項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に１０年間備え置かなければ

ならない。 
（評議員会規則） 

第２４条 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、

評議員会において定める評議員会規則による。 
第４章 役員等及び理事会 
第１節 役員等 

（役員等） 
第２５条 当法人に次の役員を置く。 

理事 ５名以上２０名以内 
監事 ４名以内 
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２ 理事のうち、１名を代表理事とし、代表理事以外の理事のうち 4 名以内を業務執行

理事とする。 
（選任等） 

第２６条 理事及び監事は、評議員会において選任する。 
２ 代表理事及び業務執行理事は、理事会において理事の中から選定する。 
３ 前項で選任された代表理事は、理事長とする。 
４ 理事会は、その決議によって第２項で選定された業務執行理事より、副理事長、専

務理事を選定することができる。 
５ 監事は、当法人又はその子法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。 
６ 理事のうち、理事のいずれか１名とその配偶者又は３親等内の親族その他特別の関

係にある理事の合計数は、理事総数の３分の１を超えてはならない。監事についても、

同様とする。 
７ 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係に

ある者として法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の３分の１を超えて

はならない。監事についても、同様とする。 
８ 理事又は監事に異動があったときは、２週間以内に登記し、登記事項証明書等を添

え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。 
（理事の職務権限） 

第２７条 理事は、理事会を構成し、この定款に定めるところにより、当法人の業務の

執行を決定する。 
２ 理事長は、法令およびこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務

を執行する。 
３ 副理事長は、理事長を補佐し、理事会において別に定めるところにより、当法人の

業務を分担執行する。 
４ 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、理事会において別に定めるところによ

り、当法人の業務を分担執行する。 
５ 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に４箇月を超える間隔で２回以上、自己

の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 
（監事の職務権限） 

第２８条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告

を作成する。 
２ 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び

財産の状況の調査をすることができる。 
（役員の任期） 

第２９条 理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す

る定時評議員会の終結の時までとする。 
２ 監事の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時

評議員会の終結の時までとする。 
３ 前２項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選

任された理事又は監事の任期は前任者の任期の満了する時までとする。 
４ 理事又は監事については、再任を妨げない。 
５ 理事又は監事は、第２５条に定める定数に足りなくなるとき又は欠けたときは、辞

任又は任期満了により退任した後においても、それぞれ新たに選任された理事又は監

事が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 
（役員の解任） 

第３０条 役員が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、解任する
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ことができる。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることができる評議員の

３分の２以上に当たる多数の決議に基づいて行われなければならない。 
(１) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 
(２) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 
（報酬等） 

第３１条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、評議員会に

おいて定める総額の範囲内において、報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬

等として支給することができる。 
２ 前項の規定にかかわらず、理事及び監事には費用を弁償することができる。 

（取引の制限） 
第３２条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実

を開示し、理事会の承認を得なければならない。 
(１) 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引 
(２) 自己又は第三者のためにする当法人との取引 
(３) 当法人がその理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間における当

法人とその理事との利益が相反する取引 
２ 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなけ

ればならない。 
（責任の一部免除） 

３３条 当法人は、一般法人法第１９８条において準用する同法第１１１条第１項の賠

償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠

償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除する

ことができる。 
（顧問） 

第３４条 当法人に顧問を置くことができる。 
２ 顧問は、理事会において任期を定めた上で選任する。 
３ 顧問は、当法人への助言や協力を行い、理事長に対し、意見を述べることができる。 
４ 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用を弁償すること

ができる。 
第２節 理事会 

（設置） 
第３４条 この法人に理事会を設置する。 
２ 理事会は、すべての理事で組織する。 

（権限） 
第３６条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。 

(１) 業務執行の決定 
(２) 理事の職務の執行の監督 
(３) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職 
(４) 評議員会の日時及び場所並びに目的である事項の決定 
(５) 規則の制定、変更及び廃止に関する事項 

２ 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任すること

ができない。 
(１) 重要な財産の処分及び譲受け 
(２) 多額の借財 
(３) 重要な使用人の選任及び解任 
(４) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止 
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(５) 内部管理体制の整備 
(６) 第３３条第１項の責任の免除 
（開催） 

第３７条 通常理事会は、毎年定期に、年４回開催する。 
２ 臨時理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。 

(１) 理事長が必要と認めたとき。 
(２) 理事長以外の理事から理事会の目的である事項を記載した書面をもって招集の

請求があったとき。 
(３) 前号の請求があった日から５日以内に、その日から２週間以内の日を理事会の日

とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集し

たとき。 
(４) 監事が必要と認めて理事長に招集の請求があったとき。 
(５) 前号の請求があった日から５日以内に、その請求のあった日から２週間以内の日

を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした

監事が招集したとき。 
（招集） 

第３８条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第２項第３号により理事が招集

する場合及び同項第５号により監事が招集する場合を除く。 
２ 理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事会は理事が招集する。 
３ 理事長は、前条第２項第２号又は第４号に該当する場合は、その請求があった日か

ら５日以内に、請求の日から２週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集し

なければならない。 
４ 理事会を招集するときは、理事会の日時、場所、目的である事項を記載した書面又

は電磁的方法をもって、開催日の５日前までに、通知しなければならない。 
５ 前項の規定にかかわらず、理事及び監事全員の同意のあるときは、招集の手続を経

ることなく理事会を開催することができる。 
 

（議長） 
第３９条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故があるとき

又は理事長が欠けたときは出席した理事の中から議長を互選する。 
（決議） 

第４０条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過

半数が出席し、その過半数をもって行う。 
（決議の省略） 

第４１条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、そ

の提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により

同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものと

みなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。 
２ 理事会の決議を省略したときは、決議があったものとみなされた事項の内容、当該

事項を提案した理事の氏名、決議があったものとみなされた日その他法務省令で定め

る事項を議事録に記載又は記録しなければならない。 
（報告の省略） 

第４２条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知

した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、第２７

条第６項の報告については、この限りでない。 
（議事録） 
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第４３条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 
２ 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、理事長の選定

を行う理事会については、他の出席した理事も記名押印する。また、理事会の決議の

省略があった場合及び理事会への報告の省略があった場合はこの限りではなく、法令

で定めるところによる。 
３ 第１項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に１０年間備え置かなければ

ならない。第４１条第２項の規定により作成した理事会の決議の省略の意思表示を記

載した書面についても同様とする。 
（理事会運営規則） 

第４４条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会にお

いて定める理事会規則による。 
 

第５章 定款の変更、合併及び解散 
（定款の変更） 

第４５条 この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の３分の

２以上の決議によって変更することができる。 
２ 当法人の目的、事業及び評議員の選任及び解任の方法についても同様とする。 

（合併等） 
第４６条 当法人は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の３分の２

以上に当たる多数の決議により、他の一般法人法上の法人との合併又は事業の全部若

しくは一部の譲渡をすることができる。 
（解散） 

第４７条 当法人は、基本財産の滅失その他の事由による当法人の目的である事業の成

功の不能その他法令で定めた事由によって解散する。 
（公益認定の取り消し等に伴う贈与） 

第４８条 当法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅す

る場合（その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。）には、評議員会

の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消し

の日から１箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成

１８年法律第４９号）第５条第１７号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈

与するものとする。 
（残余財産の処分等） 

第４９条 当法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議により、

当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与す

るものとする。 
２ 当法人は、余剰金の分配を行わない。 
 

第６章 委員会 
第５０条 この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、

委員会を設置することができる。 
２ 委員会の委員は、学識経験者のうちから、理事会が選任する。 
３ 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 
 

第７章 事務局 
（設置等） 

第５１条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。 
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２ 事務局には、事務局長及び所定の職員を置く。 
３ 事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。 
４ 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 

（備付け帳簿及び書類） 
第５２条 事務局には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。 

(１) 定款 
(２) 評議員、理事、監事の名簿 
(３) 認定、許可、認可等及び登記に関する書類 
(４) 評議員会及び理事会の議事に関する書類 
(５) 財産目録 
(６) 役員等の報酬規定 
(７) 事業計画書及び収支予算書 
(８) 事業報告書及び計算書類等 
(９) その他法令で定める帳簿及び書類 

２ 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めるところによる。 
 

第８章 附則 
（設立時評議員） 

第５３条 当法人の設立時評議員は、次のとおりとする。 
設立時評議員 池田徹 櫻井義維英 椎名千収 篠塚泉 新保ちい子 竹元則夫 萩

原博 
       広井良典 深尾昌峰 渡辺元 

（設立時役員等） 
第５４条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。 
設立時理事 有吉徳洋 岩澤靜 大森智恵子 奥野不二子 金親博榮 木村庸子  

佐々部憲子 志村はるみ 虎岩雅明 鍋嶋洋子 久野直衛 深谷みどり  
牧野昌子 松田浩志 山部佳子 

設立時代表理事 関谷昇 
設立時監事 内山真義 豊岡正弘 

（最初の事業計画等） 
第５５条 当法人の設立当初年度事業計画及び収支予算は、第８条第１項の規定にかか

わらず、設立者の定めるところによる。 
（最初の事業年度） 

第５６条 当法人の最初の事業年度は、当法人設立の日から平成２５年３月３１日まで

とする。 
（設立者の氏名及び住所） 

第５７条 設立者の氏名及び住所は、次のとおりである。 
住 所 千葉市美浜区真砂５丁目２１番１２号 
設立者氏名 権利能力なき社団  
一般財団法人ちばのＷＡ地域づくり基金設立準備会 

（法令の準拠） 
第５８条 本定款に定めない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。 
 
 
附則 
１ この定款は、当法人の設立の登記の日から施行する。 
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附則（令和 2年 6月 13日） 
１ この定款の一部変更は、令和 2年 6月 13日から施行する。 















公益財団法人ちばのＷＡ地域づくり基金 （単位：円）

当年度 前年度 増減

Ⅰ 資産の部

１．流動資産

現金預金 853,963 1,533,478 △ 679,515

未収金 40,326 0 40,326

前払費用 0 2,570 △ 2,570

流動資産合計 894,289 1,536,048 △ 641,759

２．固定資産

(1)基本財産

定期預金 3,000,000 3,000,000 0

基本財産合計 3,000,000 3,000,000 0

（2）特定資産

事業指定助成プログラム 0 288,500 △ 288,500

子どもの今と未来を支える基金 750,009 274,446 475,563

まつど子育てささえあい基金 19,262

3,704,290

さくら基金（冠基金） 600,000 550,000 50,000

100,000

財団運営寄付 775,337 0 775,337

特定資産合計 5,948,898 1,112,946 4,835,952

(3)その他固定資産

敷金 120,000 120,000 0

その他固定資産合計 120,000 120,000 0

固定資産合計 9,068,898 4,232,946 4,835,952

資産合計 9,963,187 5,768,994 4,194,193

Ⅱ 負債の部

１．流動負債

未払金 0 0 0

預り金 14,289 39,120 △ 24,831

流動負債合計 14,289 39,120 △ 24,831

２．固定負債

長期借入金 1,000,000 1,000,000 0

固定負債合計 1,000,000 1,000,000 0

負債合計 1,014,289 1,039,120 △ 24,831

Ⅲ 正味財産の部

１．指定正味財産

受取寄付金 8,948,898 4,112,946 4,835,952

指定正味財産合計 8,948,898 4,112,946 4,835,952

（うち基本財産への充当額） （3,000,000） （3,000,000） 0

（うち特定資産への充当額） （5,948,898） （1,112,946） △ 1,534,628

２．一般正味財産 0 616,928 △ 616,928

正味財産合計 8,948,898 4,729,874 4,219,024

負債及び正味財産合計 9,963,187 5,768,994 4,194,193

貸借対照表

2020年3月31日現在（決算）

科 目

中央ろうきん2019千葉県台風・豪雨災害支援基金

2019千葉県台風・豪雨災害支援基金



公益財団法人ちばのＷＡ地域づくり基金 （単位：円）

当年度 前年度 増減

Ⅰ一般正味財産増減の部

1.経常増減の部

（１）経常収益

基本財産運用益 2,641 840 1,801

基本財産受取利息 2,641 840 1,801

公益目的事業収益 1,403,647 4,334,368 △ 2,930,721

情報発信・啓発事業 235,000 82,800 152,200

資源仲介事業（チャリティ事業等） 347,647 191,568 156,079

助成業務等支援事業（受託事業） 700,000 700,000 0

他機関との連携協働事業（受託事業） 121,000 3,360,000 △ 3,239,000

受取補助金等 0 0 0

受取補助金等振替額 0 0 0

受取寄付金 6,433,362 3,095,638 3,337,724

受取寄付金 0 948,064 △ 948,064

受取寄付金振替額 6,433,362 2,147,574 4,285,788

雑収益 26 14 12

受取利息 26 14 12

経常収益合計 7,839,676 7,430,860 408,816

（２）経常費用

事業費 8,064,193 6,525,818 1,538,375

役員報酬 66,400 733,600 △ 667,200

給料手当 2,296,121 1,444,550 851,571

福利厚生費 396,480 438,027 △ 41,547

会議費 39,575 147,968 △ 108,393

旅費交通費 350,632 277,038 73,594

通信運搬費 474,778 395,461 79,317

消耗什器備品費 0 125,000 △ 125,000

消耗品費 58,914 111,450 △ 52,536

印刷製本費 300,554 269,029 31,525

チャリティ事業支出 207,211 332,004 △ 124,793

光熱水費 79,533 83,813 △ 4,280

賃借料 576,000 576,000 0

リース料 46,656 0 46,656

諸謝金 50,000 60,000 △ 10,000

租税公課 850 2,000 △ 1,150

支払負担金 27,735 17,703 10,032

支払助成金 3,092,754 1,000,000 2,092,754

研修費 0 10,100 △ 10,100

委託費 0 420,000 △ 420,000

雑費 0 82,075 △ 82,075

管理費 392,411 403,317 △ 10,906

役員報酬 126,600 183,400 △ 56,800

会議費 5,766 0 5,766

旅費交通費 21,490 656 20,834

通信運搬費 3,665 6,162 △ 2,497

消耗品費 8,946 991 7,955

印刷製本費 6,953 4,672 2,281

光熱水費 9,587 9,304 283

賃借料 144,000 144,000 0

リース料 11,664 0 11,664

租税公課 2,300 3,100 △ 800

諸会費 50,000 50,000 0

2019年度正味財産増減計算書

2019年4月1日から2020年3月31日（決算）

科目



支払負担金 756 432 324

雑費 684 600 84

経常費用合計 8,456,604 6,929,135 1,527,469

評価損益等調整前当期経常増減額 0

基本財産評価損益等 0

特定資産評価損益等 0

投資有価証券評価損益等 0

評価損益等計 0

当期経常増減額 △ 616,928 501,725 △ 1,118,653

２．経常外増減の部

（１）経常外収益

経常外収益計 0 0 0

（２）経常外費用

経常外費用計 0 0 0

当期経常外増減額 0 0 0

他会計振替額 0 0 0

当期一般正味財産増減額 △ 616,928 501,725 △ 1,118,653

一般正味財産期首残高 616,928 115,203 501,725

一般正味財産期末残高 0 616,928 △ 616,928

Ⅱ 指定正味財産増減の部

受取補助金等 0 0 0

受取民間助成金 0 0 0

受取寄付金等 11,269,314 612,946 10,656,368

事業運営への寄付 3,489,199 0 3,489,199

事業指定プログラムへの寄付金 53,000 288,500 △ 235,500

テーマ型プログラムへの寄付金 6,477,115 274,446 6,202,669

冠ファンドへの寄付金 1,250,000 50,000 1,200,000

一般正味財産への振替額 6,433,362 2,147,574 4,285,788

当期指定正味財産増減額 4,835,952 △ 1,534,628 6,370,580

指定正味財産期首残高 4,112,946 5,647,574 △ 1,534,628

指定正味財産期末残高 8,948,898 4,112,946 4,835,952

Ⅲ 正味財産期末残高 8,948,898 4,729,874 4,219,024



公益財団法人ちばのＷＡ地域づくり基金 (単位：円）

金額

【流動資産の部】

現金 手元保管 1,660

預金 普通預金

ゆうちょ銀行058店 運転資金として 13,442

千葉銀行真砂支店 運転資金として 688,488

当座預金

郵便振替口座 運転資金として 150,373

未収金 弘前大学他 視察料他 40,326

流動資産合計 894,289

【固定資産の部】

基本財産 定期預金 3,000,000

特定資産 預金 普通預金

千葉銀行真砂支店 750,009

千葉銀行真砂支店 19,262

千葉銀行真砂支店 600,000

千葉銀行真砂支店 公１ 財団運営寄付の資産として管理 775,337

千葉信用金庫花園支店 3,804,290

その他固定資産 敷金 千葉市中央区春日1-20-15篠原ビル301 120,000

固定資産合計 9,068,898

資産合計 9,963,187

【流動負債の部】

預り金 14,289

流動負債合計 14,289

【固定負債の部】

長期借入金 個人 運転資金として 1,000,000

固定負債合計 1,000,000

負債合計 1,014,289

【正味財産の部】

指定正味財産 8,948,898

一般正味財産 0

正味財産合計 8,948,898

負債・正味財産合計 9,963,187

職員 源泉所得税・労働保険

公１ 助成事業（2019千葉県台風・豪雨

災害支援基金）の資産として管理

公１ 助成事業（まつど子育てささえあい

基金）の資産として管理

千葉信用金庫花園支店
公益目的保有財産であり、運用益を公益

目的事業の財源として使用している。

公１ 助成事業（子どもの今と未来を支

える基金）の資産として管理

公１ 助成事業（さくら基金）の資産として

管理

事務所の敷金として

運転資金として

財産目録

2020年3月31日現在（決算）

貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等
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公益財団法人ちばのＷＡ地域づくり基金 （単位：円）

当年度 前年度 増減

Ⅰ 資産の部

１．流動資産

現金預金 965,293 797,429 167,864

前払費用 7,293 240,406 △ 233,113

未収入金 30,000 12,763 17,237

前渡金 550,000

流動資産合計 1,552,586 1,050,598 501,988

２．固定資産

(1)基本財産

定期預金 3,000,000 3,000,000 0

基本財産合計 3,000,000 3,000,000 0

（2）特定資産

休眠預金（緊急） 0 23,588,859 △ 23,588,859

休眠預金（通常） 9,530,585 40,541,515 △ 31,010,930

日本財団（子ども第三の居場所） 35,610,483 0 35,610,483

事業指定助成プログラム 106,000 0 106,000

子どもの今と未来を支える基金 1,285,289 1,737,349 △ 452,060

まつど子育てささえあい基金 124,262 19,262 105,000

4,776,118 7,286,118 △ 2,510,000

さくら基金（冠基金） 722,179 664,179 58,000

財団運営寄付 950,114 84,056 866,058

特定資産合計 53,105,030 73,921,338 △ 20,816,308

(3)その他固定資産

敷金 120,000 120,000 0

その他固定資産合計 120,000 120,000 0

固定資産合計 56,225,030 77,041,338 △ 20,816,308

資産合計 57,777,616 78,091,936 △ 20,314,320

Ⅱ 負債の部

１．流動負債

未払金 0 15,680 △ 15,680

預り金 54,401 54,918 △ 517

流動負債合計 54,401 70,598 △ 16,197

２．固定負債

長期借入金 1,000,000 1,000,000 0

固定負債合計 1,000,000 1,000,000 0

負債合計 1,054,401 1,070,598 △ 16,197

Ⅲ 正味財産の部

１．指定正味財産

受取民間助成金 45,141,068 64,130,374 △ 18,989,306

受取寄付金 10,963,962 12,790,964 △ 1,827,002

指定正味財産合計 56,105,030 76,921,338 △ 20,816,308

（うち基本財産への充当額） （3,000,000） （3,000,000） 0

（うち特定資産への充当額） （53,105,030） （73,921,338） △ 1,534,628

２．一般正味財産 618,185 100,000 518,185

正味財産合計 56,723,215 77,021,338 △ 20,298,123

負債及び正味財産合計 57,777,616 78,091,936 △ 20,314,320

貸借対照表

2022年3月31日現在

科 目

2019千葉県台風・豪雨災害支援基金



公益財団法人ちばのＷＡ地域づくり基金 （単位：円）

当年度 前年度 増減

Ⅰ一般正味財産増減の部

1.経常増減の部

（１）経常収益

基本財産運用益 210 210 0

基本財産受取利息 210 210 0

特定資産運用益 80 53 27

特定資産受取利息 80 53 27

公益目的事業収益 330,964 1,326,707 △ 995,743

助成事業運営に係る事業収益 0 0 0

情報発信・啓発事業 0 0 0

資源仲介事業（寄付付き商品等） 270,964 316,707 △ 45,743

助成業務等支援事業（受託事業） 0 700,000 △ 700,000

他機関との連携協働事業 60,000 310,000 △ 250,000

受取補助金等 118,973,951 39,748,266 79,225,685

受取補助金等 8,214,645 900,000 7,314,645

受取補助金等振替額 110,759,306 38,848,266 71,911,040

受取寄付金 4,331,342 3,916,261 415,081

受取寄付金振替額 4,331,342 3,916,261 415,081

雑収益 149 100,015 △ 99,866

受取利息 149 15 134

雑収益 0 100,000 △ 100,000

経常収益合計 123,636,696 45,091,512 78,545,184

（２）経常費用

事業費 121,221,651 44,563,530 76,658,121

役員報酬 0 0 0

給料手当 7,211,892 4,431,471 2,780,421

福利厚生費 836,973 559,328 277,645

会議費 203,639 233,927 △ 30,288

旅費交通費 620,174 342,708 277,466

通信運搬費 762,926 531,213 231,713

消耗什器備品費 300,027 398,064 △ 98,037

消耗品費 50,245 130,276 △ 80,031

印刷製本費 284,731 147,123 137,608

チャリティ事業支出 129,957 187,750 △ 57,793

光熱水費 105,785 86,732 19,053

賃借料 698,400 608,400 90,000

リース料 113,337 96,812 16,525

諸謝金 720,000 206,190 513,810

租税公課 1,450 2,050 △ 600

諸会費 50,000 100,000 △ 50,000

支払負担金 81,736 41,887 39,849

支払助成金 107,269,039 35,754,029 71,515,010

委託費 1,771,000 697,500 1,073,500

雑費 10,340 8,070 2,270

2021年度正味財産増減計算書

2021年4月1日から2022年3月31日

科目



管理費 213,342 427,982 △ 214,640

役員報酬 120,000 120,000 0

会議費 0 116 △ 116

旅費交通費 1,199 4,376 △ 3,177

通信運搬費 4,929 2,006 2,923

消耗品費 2,807 25,301 △ 22,494

印刷製本費 1,515 16,508 △ 14,993

光熱水費 299 7,282 △ 6,983

賃借料 21,600 111,600 △ 90,000

リース料 3,303 19,828 △ 16,525

保険料 5,470 3,647 1,823

租税公課 1,670 5,500 △ 3,830

諸会費 50,000 50,000 0

支払負担金 550 61,540 △ 60,990

雑費 0 278 △ 278

経常費用合計 121,434,993 44,991,512 76,443,481

評価損益等調整前当期経常増減額 0

基本財産評価損益等 0

特定資産評価損益等 0

投資有価証券評価損益等 0

評価損益等計 0

当期経常増減額 2,201,703 100,000 2,101,703

２．経常外増減の部

（１）経常外収益

経常外収益計 0 0 0

（２）経常外費用

補助金返戻損失 1,683,518 0 1,683,518

経常外費用計 1,683,518 0 1,683,518

当期経常外増減額 △ 1,683,518 0 △ 1,683,518

他会計振替額 0 0 0

当期一般正味財産増減額 518,185 100,000 418,185

一般正味財産期首残高 100,000 0 100,000

一般正味財産期末残高 618,185 100,000 518,185

Ⅱ 指定正味財産増減の部

受取補助金等 91,770,000 102,978,640 △ 11,208,640

受取民間助成金 91,770,000 102,978,640 △ 11,208,640

受取寄付金等 2,504,340 7,758,327 △ 5,253,987

事業運営への寄付 1,079,400 724,980 354,420

事業指定プログラムへの寄付金 566,000 0 566,000

テーマ型プログラムへの寄付金 800,940 6,969,168 △ 6,168,228

冠ファンドへの寄付金 58,000 64,179 △ 6,179

一般正味財産への振替額 115,090,648 42,764,527 72,326,121

  受取補助金一般正味財産への振替額 110,759,306 38,848,260 71,911,046

  受取寄付金一般正味財産への振替額 4,331,342 3,916,261 415,081

当期指定正味財産増減額 △ 20,816,308 67,972,440 △ 88,788,748

指定正味財産期首残高 76,921,338 8,948,898 67,972,440

指定正味財産期末残高 56,105,030 76,921,338 △ 20,816,308

Ⅲ 正味財産期末残高 56,723,215 77,021,338 △ 20,298,123



公益財団法人ちばのＷＡ地域づくり基金 (単位：円）

金額

【流動資産の部】

現金 手元保管 4,398

預金 普通預金

ゆうちょ銀行058店 運転資金として 47,677

千葉銀行真砂支店 運転資金として 525,098

千葉信用金庫花園支店0699918 運転資金として 23

当座預金

郵便振替口座 運転資金として 388,097

前払費用 AIG損害保険（株） 翌期以降火災保険料 7,293

未収入金 財）全国コミュニティ財団協会 講師料 30,000

前渡金 リタワークス ホームページリニューアル着手金 550,000

流動資産合計 1,552,586

【固定資産の部】

基本財産 定期預金 3,000,000

特定資産 預金 普通預金

千葉銀行真砂支店 106,000

千葉銀行真砂支店 1,285,289

千葉銀行真砂支店 124,262

千葉銀行真砂支店 722,179

千葉銀行真砂支店 公１ 財団運営寄付の資産として管理 950,114

千葉信用金庫花園支店 4,776,118

35,610,483

決済性

9,487,272

預金

43,313

その他固定資産 敷金 120,000

固定資産合計 56,225,030

資産合計 57,777,616

【流動負債の部】

預り金 職員 源泉所得税・雇用保険料 54,401

流動負債合計 54,401

【固定負債の部】

長期借入金 個人 運転資金として 1,000,000

固定負債合計 1,000,000

負債合計 1,054,401

【正味財産の部】

指定正味財産 56,105,030

一般正味財産 618,185

正味財産合計 56,723,215

負債・正味財産合計 57,777,616

運転資金として

財産目録

2022年3月31日現在（決算）

貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等

公益目的保有財産（事務所の敷金として）

千葉信用金庫花園支店
公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事
業の財源として使用している。

公１ 助成事業（子どもの今と未来を支える基
金）の資産として管理

公１ 助成事業（まつど子育てささえあい基金）の
資産として管理

公１ 助成事業（さくら基金）の資産として管理

公１ 助成事業（2019千葉県台風・豪雨災害支援
基金）の資産として管理

公１ 助成事業（休眠預金通常枠）の資産として
管理

千葉銀行真砂支店

千葉銀行真砂支店

公１ 助成事業（日本財団）の資産として管理
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公１ 助成事業（事業指定プログラム）の資産とし
て管理

千葉銀行真砂支店
公１ 助成事業（休眠預金通常枠）の資産として
管理






